
別添１ 

仕 様 書 
 

１ 件名 

清涼飲料水の自動販売機の設置及び管理 

 

２ 業務の目的 

  職員の福利厚生を充実させるため、指定の設置場所において自動販売機による清涼飲料水の販

売業務を行う。 

 

３ 業務委託者 

  業務委託は、広島国税局長（以下「甲」という。）が行う。 

 

４ 自動販売機設置場所 

島根県隠岐郡隠岐の島町城北町 55番地 隠岐の島地方合同庁舎１階 

  なお、具体的な設置場所については業務受託者（以下「乙」という。）宛別途指示する。 

 

５ 施設概要等 

 ⑴ 利用対象人数 

１階・・・10人、２階・・・19 人  合計 29 人 

⑵ 設置機種及び台数 

缶・ペットボトルタイプ  １台 

⑶ 営業面積(床面積) 

1.0 ㎡程度 

 

６ 設置条件等 

 ⑴ 設置者 

   設置者と乙は同一人であること。 

⑵ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月 31日までとする。 

  ただし、契約期間満了２か月前までに当局又は乙から別段の意思表示がない場合には、更に

１年間延長されることとし、５年を限度として、以後同様とする。 

なお、当該延長期間の限度は一度に限り更に５年を限度として延長することができるものと

する。 

おって、本契約条項に違反等した場合にはこの限りではない。 

⑶ 契約金等 

  業務受託に際して契約金・敷金・礼金等の負担金は発生しない。 

  ただし、今後負担金を徴しなければならない事由が生じた場合にはこの限りではない。 

⑷ 設置場所の使用料 

  上記４の設置場所については、乙が提案した使用料を基に甲が算出した年間使用料を支払う

こと。 

  なお、使用料の算定に当たっては、自動販売機と空き缶等回収箱の面積により算定する。 

⑸ 設置機種の仕様 

 イ 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の適合機種で

あること。 



 ロ ホット及びコールドに対応した機種であること。 

 ハ 自動販売機と空き缶等回収箱のサイズについては、上記５ の営業面積の範囲内で収まる

ものであること。 

⑹ 諸経費の負担 

 イ 自動販売機の設置及び移設等にかかる費用は、乙が負担する。 

 ロ 設置する自動販売機の電気使用料については、甲の算出する年間使用料を支払うこと。 

   なお、支払方法については、別途指定する方法により支払うものとし、支払いに係る経費

は、乙の負担とする。 

⑺ 商品構成 

  イ 利用者の需要が高い商品を提供するよう心掛ける。 

  ロ 常に賞味期限に注意するとともに、売り切れ商品が無いよう努めること。 

 ⑻ 販売価格 

   販売価格は、標準小売価格以下とし、企画提案書で取扱商品と販売価格を提案する。 

   乙は、甲の許可なく販売価格を改定してはならない。 

⑼ 商品仕入 

   商品仕入、その他運営に係る商品取引は、乙の責任において実施するものとする。 

 ⑽ 管理業務 

  イ 乙は善良な管理者の注意をもって自動販売機を管理する。 

  ロ 乙は故障等の連絡を受けた場合には、早急に対応する。 

  ハ 設置した自動販売機に発生した損害等についての責任は、明らかに使用者に責任があるも

のを除き乙が負うものとする。 

⑾ 禁止行為 

   本業務の全部又は一部を第三者に譲渡し又は請け負わせることはできない。ただし、事前に 

「業務委託承認申請書」（別紙１）を提出し、承認を得た場合はこの限りではない。 

 ⑿ 使用許可の取消し又は変更 

   甲は、本仕様書及び国有財産使用許可書の内容に違反した場合や経営不振の状況に陥った 

場合及び国において使用を許可した物件を必要とするときは、使用許可の取消し又は変更を 

することができる。 

 ⒀ 原状回復 

   乙は、本業務を解除する場合等設置場所の原状回復義務を負う。 

 ⒁ 使用済み容器の回収 

   自動販売機には、必ず使用済み容器の回収ボックスを自動販売機付近に設置し、回収ボック

スがあふれる前に回収すること。 

   なお、回収ボックスに他社の容器及びごみ等があった場合にも回収すること。 

 ⒂ 報告事項等 

   乙は、以下の項目について提出期限までに報告する。 

  イ 売上月計表（別紙２）・・・・・提出期限 翌月末日 

  ロ 月間収支計算書（別紙３）・・・提出期限 翌月末日 

  ハ 年間収支計算書（別紙４）・・・提出期限 契約期間終了後２か月以内 

  ニ 運営施設において異常事態及び衛生上の問題が発生した場合は、速やかにその旨を報告す

る。 

 

７ その他 

⑴ 庁舎の営繕工事等で自動販売機の設置台数が増減しても異議は申し立てない。 

⑵ 本仕様書に記載していない事項が生じた場合については、双方協議の上決定することとする。 



 
別紙１ 
 

令和  年  月  日 
契約担当官 
 広島国税局総務部次長 殿 

（ 申 請 者 ）  
                              住   所 
                             会 社 名 
                              代表者名            
 

業 務 委 託 承 認 申 請 書 

 
                        契約の第  条に基づき、次のとおり申請する。 
○ 委託予定先の内容 

名     称  

本 店 
所 在 地  

電 話 番 号  社 員 数  

代 表 者 
役       職  

氏       名  

設 立 年 月 日  

委 託 開 始 年 月 日  

委 託 金 額 （ 円 ）  

拠  点 

名       称  

開始年月日  

所 在 地  

電 話 番 号  社 員 数  

委託予定の業務内容  

委 託 の 必 要 性  

  ※ 注意事項等については、裏面を参照すること。 
 
○ 処理整理欄（ 処理決定日 ：  年  月  日 ） 

審査年月日 審 査 結 果 承認又は不承認の理由 審査担当整理欄 

担

当

課 
 ． ． 承 認 ・ 不 承 認 

     

会

計

課 
 ． ． 承 認 ・ 不 承 認 

     

 ※「処理整理欄」は、記載しないこと。 



 
 
（ 注 意 事 項 等 ） 
 
   １ 申請者は、契約締結後、速やかに業務委託承認申請書を提出すること。 

 
  ２ 「委託金額（円）」については、業務委託先との契約金額を記載すること。 

 
   ３ 「拠点」において、当該法人が複数の拠点を有する際には、代表的な名称のみを記載し、同所在 

地欄にその拠点数を記載すること。 
 
   ４ 「委託予定の業務内容」については、業務が特定できるようにできる限り詳細に記載すること。 

 
   ５  業務委託承認申請書の内容に関し、当局から説明若しくは資料の提出を求められた場合は、そ

れに応じること。 
 
   ６ 委託開始年月日前までに当局より不承認の連絡がない場合には、承認があったものとみなす。 

 
   ７ 申請内容に変更が生じた場合には、速やかに書面により連絡すること。 

 
 
 
 
 
 
 



別紙２

名称（氏名）

令和　　年　　月分

数　　量 単　　価 金　　額

売 上 月 計 表

区　　分
売　　上　　高

摘　　要



別紙３

　　　　名称（氏名）

令和　　年　　月分

借　　　方

月間収支計算書

勘　　定　　科　　目 貸　　方



別紙４

　　　　名称（氏名）

自　令和８年４月１日

至　令和９年３月31日

年間収支計算書

借　　　方 勘　　定　　科　　目 貸　　方


